
デスクマット等に挟んでご利用ください。 

 

⚫ 4月 10日 

1. ３月分源泉所得税･住民税の特別徴収税額の納付 

⚫ 4月 15日 

2. 給与支払報告に係る給与所得者異動届出 

４月 1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは４月１５日までに 

関係の市町村長に要届出 

⚫ 4月30日 

3. 公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告 

4. ２月決算法人の確定申告 

〈法人税･地方法人税･消費税及び地方消費税･法人事業税・(法人事業所税)･法人住民税〉 

5. ２月,５月,８月,１１月決算法人の３月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税及び地方消費税〉 

6. 法人・個人事業者の１月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税及び地方消費税〉 

7. ８月決算法人の中間申告 

〈法人税･地方法人税・消費税及び地方消費税･法人事業税･法人住民税〉(半期分) 

8. 消費税の年税額が４００万円超の５月,８月,１１月決算法人の３月ごとの中間申告 

〈消費税及び地方消費税〉 

9. 消費税の年税額が４，８００万円超の１月,２月決算法人を除く法人の１月ごとの中間申告 

(１２月決算法人は２か月分)〈消費税及び地方消費税〉 

⚫ ４月中において市町村の条例で定める日 

10. 軽自動車税(種別割)の納付   賦課期日・・・４月１日 

11. 固定資産税(都市計画税)の第 1期分の納付 

⚫ ４月 1日から２０日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間 

12. 固定資産課税台帳の縦覧期間 

⚫ 市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後３月を 

経過する日までの期間等 

13. 固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出 
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少額の固定資産については、国税上の取り扱いと地方税（償却資産税）上の 

取り扱いが異なるため、注意が必要です。 

以下の表は、取り扱いをまとめたものです。 

  

 

 

 

 

 
取得価額 国税上の処理 償却資産税の申告 

10万円未満 
・消耗品費として一時に損金算入 不要 （一時に損金算入した場合） 

・個別に減価償却することも可能 必要 （個別に減価償却した場合） 

10万円以上 

20万円未満 

・一括償却資産として 3年間で均等償却 

・個別に減価償却することも可能 

・中小企業等の特例で一括損金算入も可能 

不要 （一括償却資産として処理した場合） 

必要 （個別に減価償却した場合、中小企業

等の特例を適用した場合）  

 

20万円以上 

30万円未満 

（中小企業等の 

特例を適用） 

・少額減価償却資産の特例として一括損金算入 必要  

30万円以上 ・通常の減価償却資産として処理 必要  

 

   

先日、ピラティス（体幹を中心に全身の筋肉をバランスよく鍛えるエクササイズ）

を夏から続けている友人とカフェでその話をしていたときの事。 

 

友：わざわざ指摘する事でもないから流してたんだけど 

私：ん？ 

友：ピラティスだよ。ティラピスって言ってるけど（薄笑） 

私：！！え！言ってた？！頭ではピラティスだよ！！ 

友：うん。（夏から）ずっと、いつもティラピスだったよ(笑) 

友私：爆笑 

 

・・・無意識って怖いですね。まさかね・・・と帰宅後、打ち込んだ文章は合っ

てるでしょ？と自分を信じたく、やり取りしてきたラインを確認してみました。全

て（３回）ティラピスでした。言い訳できません。 

 

それから思い出すたび、ピラティスピラティスピラティス･･･と、 

言う練習をしています。 

ピラティスよりティラミスの方が好きかも？(^ ^) 

「ピラティス」と「ティラピス」と「ティラミス」本命

償却資産税申告の要否について
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